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５月定例教育委員会次第 
 

                日  時 令和７年６月３日（火）午前９時３０分から 
                場  所 市役所 ８階大ホール 

 

１ 開  会 

２ 前回会議録の承認 

３ 報告事項 

   第１号 教育長報告 

   第２号 各課からの報告 

       （１）学校教育課 

         （２）こども課 

       （３）幼児教育課 

       （４）生涯学習課 

         （５）公民館 

       （６）文化財課 

（７）スポーツ健康課 

   第３号 教育委員会共催後援 

        （１）生涯学習課 

        （２）スポーツ健康課 

 

４ 議 案 

（１）市議会６月定例会一般質問について 

（２）市議会６月定例会に提出される予定の議案に対する意見について 

（３）茅野市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部改正について 

（４）県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について 

（５）行政財産使用許可について 

（６）博物館協議会委員の委嘱について 

（７）図書館協議会委員の委嘱について 

  

５ 検討事項 

 今回はありません。 

 

６ その他 

（１）令和６年度相談状況について 

（２）旧運動公園プールの財産無償譲渡について 

（３）行政アドバイザー委嘱について 

（４）中ッ原縄文公園花壇の植栽について 

（５）その他 
 
 
 
 次回定例教育委員会日程について 

            ６月２７日（金）午前９時３０分「８Ｆ大ホール」 



    （ 事務局会議  ６月１０日（火）午前９時００分「７０３会議室」） 

 

７ 閉会 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



○教育長 

５月定例会を開会します。 

初めに前回会議録の確認ですが、承認としてよろしいでしょうか。 

 

○全委員 

 異議なし。 

 

○教育長 

報告事項に入ります。 

私の方からですが、２日、永明中学校の朝読の見学に行きました。永明中学校と永明小学校新しい朝読の

あり方という学校教育を始めています。中学３年生と小学校２年生が広いメディアセンターを使って一緒に

本を読んでいます。黙っているだけでお互いに何かを教えあったり読み聞かせをするわけではないですが、

中学生のよさを小学生が感じ、中学生は小学生を意識しいてるのが感じられます。意図的にと中学生と小学

生をかかわらせるわけではなく、自然な形で小中交流ができるような試みを始めています。 

８日、高校再編の有識者会議が諏訪合同庁舎で行われました。 

９日、ロングモント訪問団第１回研修会。今年度８名、中学生、高校生がロングモントに行くことになっ

ています。４回研修会を行って、７月に出発する予定です。 

14日、学校職員コンプライアンス研修会。今年度、八並先生にお越しいただいて、いじめ防止対策推進法

についての発足がありました。子どもの人権を守る、そのために、私たち教職員は、この法に基づいてどの

ようにしていかなければならないかというお話です。なお、八並先生は年度内に、あと、６、７回茅野市に

来ていただいて、各学校単位でご指導いただくことになっています。 

15日、高齢者大学の入学式。今年度、在校生の中で一番年配の方が93歳。若くて60歳くらいです。 

皆さん大変学ぶ意欲があって、全部で読む80名近い方が入学されています。 

同日、調べる学習コンクールの出発の会議になります。第１回審査委員会がありました。 

16日、サポートチームの皆さんの総会。 

17日、読りーむinちの総会。読りーむinちのは今年25周年を迎えます。夏から秋にかけて、25周年の大会

に向けての様々な行事があります。 

20日、幼保小連絡協議会、今年のスタートカリキュラム、アプローチ関係のまとめの会議になります。小

学校、中学校から、各代表の先生方に集まっていただいて、いろいろ協議をしました。いかに保育園での経

験体験を小学校につなげていくか。保育園で培った姿を小学校につないでいくか、そのために具体的にどう

するかということで、今年度、新しい方向性を作りスタートできたらと思います。 

21日、諏訪地方６市町村教育委員会総会。委員の皆さんありがとうございました。 

24日、諏訪地方ジュニア陸上競技大会。諏訪郡のすべての小中学校のクラブがあると思いますが陸上競技

場で大会をやり、南信地区の選抜を受けていくという会になります。 

25日、高部砂防ダム完成講演会がありました。直接学校業務には関係ないわけですが、国土交通省の部長

さんが見えられて講演されました。その中で、終わった後に少しお話して、新しい防災教育の在り方とヒン

トという指導をいただくことができました。 

27日、初任者地域巡り出発の会。原村、茅野市で今年度17人の初任者が茅野の総合博物館、尖石、それか

ら原村の八ヶ岳博物館を巡る内容です。 

28日、小セカンドブック手渡し会。皆さんそれぞれの学校でありがとうございました。私は米沢小学校に

行きました。 

同日、保育協会総会。保育協会というのは保育士の皆さんが、自主的に作ってる研修団体になります。約

200名近い方になります。当日その方に集まっていただいて、研修を行います。 

29日、不登校支援者連絡会。昨年度３回行い、今年度第１回目になりますが、フリースクールをはじめと

する14の民間団体の方、それから、原村と茅野市の学校関係者が全部で70名集まって、不登校の子どもたち

の支援のあり方を話し合いました。 

昨年度までは茅野市だけで行っていましたが、今年度から富士見原も入って一緒にやっています。フリー



スクールの方、民間施設の方とかなり意見交換ができ、かつてあった壁が取り払われてお互いに子どもを守

ることについて考えることが出来ました。 

31日、運動会ありがとうございました。31日は永明小学校、１日は金沢、玉川、泉野、豊平の運動会があ

りました。 

私からは以上です。 

 

○学校教育課長 

続いて学校教育課からお願いします。 

６月でございますが６月27日の金曜日、定例教育委員会が９時30分から、市役所役所８階大ホールで行わ

れます。 

また、出席をお願いするものではございませんが、６月30日月曜日から学校のあり方についての地域対話。

これは全市民を対象とした地区ごとの対話になりますが、ちの地区を皮切りに、８月１日まで、全10地区で

行われていく対話になります。ご承知おきいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

以上です。 

 

○こども課長 

続きまして、こども課からお願いします。 

０１２３広場で開催する通常の講座、お話会、相談は表の通りとなっております。また、各地区のこども

館では、おはなし会、花植え、折り紙教室などを行います。 

その他としまして、６月９日からフードドライブ、夏休み前キャンペーンが７月11日まで開催します。 

こども課からは以上になります。 

 

○幼児教育課長 

続きまして、幼児教育課からお願いします。 

６月４日水曜日、市内の給食従事者を対象に集団給食従事者研修会を開催いたします。その他は表のとお

りとなりますのでご覧ください。 

幼児教育課からは以上になります。 

 

○生涯学習課長 

生涯学習課からお願いします。 

ロングモントの研修会ですけれども、先ほど教育長さんからお話ありました。今月は２回開催されます。 

それから、セカンドブック手渡しが各学校で実施となります。 

14、15日、親子チャレンジ調べる学習講座が図書館で行われます。 

19日、芸術鑑賞会ということで茅野市民館の招待講演が実施されます。先月、学校での芸術鑑賞ご覧いた

だきましたがありがとうございました。こちらはですね、子どもたち小学校４年生を、招待してですね、今

後の舞台芸術に触れていただく機会として、2012年から実施されております。また、よろしければお越しい

ただきたいと思います。 

26日、読書ボランティア交流会があります。 

次に図書館ですけれども、定例のおはなし会がご覧の通り開催される予定となっております。 

次のページ、中央公民館です。 

４日、はじめての空手道講座ということで１回目が開催されます。 

８日、日曜日ですけれども、茅野学講座、「野外彫刻を”楽しむ”」が蓼科湖畔で開催されます。 

その他、ロビー展ですけれども２回予定をされております。 

生涯学習課からは以上です。 

 

○文化財課長 

文化財課と尖石縄文考古館の６月の行事予定お願いします。 



７日、土曜日ですが、縄文文化講座「古代人の一生」ということでゆいわーく茅野３階集会室で開催を予

定しています。 

15日、日曜日ですが、今年で縄文のビーナス国宝指定30周年事業としまして、考古館で原田昌幸先生と守

屋昌文特別館長との対話を予定しております。 

28、29日、縄文教室ということで仮面の女神を作ってみようという企画を２日間予定しております。 

それから、次のページ、八ヶ岳総合博物館と神長官守矢史料館の予定になります。 

すでに開催中、公開中のものについてはご覧の通りとなっております。 

８日、日曜日から、北八ヶ岳観察会。 

14日、土曜日古文書解読講座、相談会等を予定しております。 

21日、星空観望会を八ヶ岳総合博物館で予定しております。 

文化財課からは以上です。 

 

○スポーツ健康課長 

続きましてスポーツ健康課の行事予定をお願いいたします。 

６月１日ですが、茅野市総合体育大会開会式。ご参加いただきました方々につきましてはありがとうござ

いました。 

22日ですが、諏訪地方スポーツ推進委員連絡協議会の独自イベント「ゆるっとトリムふらば～るバレー大

会」が、茅野市総合体育館ので開催になります。 

それ以外につきましては、定例の教室となります。 

以上になります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 「教育委員会共催後援」お願いします。 

 

○生涯学習課長 

生涯学習課ですけれども、後援と共催併せて18件の申請がありました。 

そのうち共済が３件なんですけれども、３番、先ほどの招待講演のお話の具体的なことを申し上げますが、

みんなの劇場 劇団風の子ということで、「ちぇんじ・図書室のすきまから」という演劇になります。 

それから７番、第78回諏訪美術展。そして12番、子どもと舞台芸術大博覧会2025inちのということで、こ

れ全国規模のイベントでありますけれども、こちら共催となっておりまして、すべて承認の方向で処理をさ

せていただきたいと考えております。 

以上です。 

 

○スポーツ健康課長 

スポーツ健康課は今回６件の共催、後援の依頼がございました。 

大きなものとしましては、第37回の諏訪湖マラソン大会。 

また、第20回の五味博一旗北信越・関東・東海ブロック軟式野球大会。 

また、公益社団法人日本3B体操協会 第15回長野県大会。 

また、令和７年度諏訪地方ゆるっとふらば～るバレー大会となっております。 

こちらにつきましてもすべて承認の方向でお願いいたします。 

以上です。 



 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 議案第１号「市議会６月定例会一般質問について」お願いします。 

 

○こども部長 

市議会６月定例会一般層について説明をさせていただきます。 

議案第１号をご覧ください。市議会６月定例会は６月５日に開会となります。 

この定例会では12名の議員から一般質問の通告があり、このうち、教育委員会の質問は３名の議員から４

問いただいています。 

発言順序に沿って説明します。次の次のページをお願いします。 

質問番号２番、佐々木美智子議員から「教育の質を軸に据えた学校の在り方と、地域づくりの整理」にな

ります。小項目についてはご覧の４点でございます。担当課は学校教育課になります。 

質問番号３番、両角直樹議員から「大規模地震及び豪雨災害時における対応について」になります。質問

の小項目につきましては、ご覧の７点でございますが、小項目３が教育委員会で関連する質問になります。

担当課は学校教育課と幼児教育課になります。次のページをお願いいたします。 

続いて質問番号７番、木村かほり議員から「妊産婦や子育て中の方に対する産後ケア等の施策について」

になります。質問の小項目は３点でございます。担当課はこども課になります。 

最後に同じく木村かほり議員から質問番号８「男女共同参画推進の取組について」になります。質問の小

項目につきましてはご覧の３点でございます。担当課は生涯学習課になります。 

以上が、令和７年市議会６月定例会一般質問についてになります。ご意見がありましたらお願いいたしま

す。 

以上になります 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

議案第２号「市議会６月定例会に提出される予定の議案に対する意見について」説明をお願いします。 

 

○生涯学習部長 

市議会６月定例会に提出される予定の議案について、ご説明いたします。 

議案２号の資料をご覧ください。６月定例会提出議案は議案10件、報告案件４件となります。このうち、

教育委員会に関係するものは、議案第47号、議案第50号、及び報告第３号、報告第７号についてご説明しま

す。次のページをお願いします。 

議案第47号「茅野市地区コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例について」です。 

茅野市地区コミュニティセンター条例等の一部を改正する条例を別紙の通り定めるものです。次のページ

をお願いいたします。 

提案理由ですが、公正かつ円滑な行財政運営に資するため、各施設の使用料等及び減免規定を改定すると



ともに、一部施設の廃止及び字句の整理を行うため本条例を提出するものです。 

まず、今回の施設使用料の見直しですけれども、施設に係る経費の推移や社会情勢の変化等を可能な限り

反映し、実態に見合ったものとする必要があることから、施設使用料等の算出に関する基本方針に基づき定

期的に見直すこととしており、前回は令和２年４月に改定をいたしました。 

今回は令和５年度からの検討を踏まえ、５年ぶりとなる令和７年10月からの改定を予定しています。今回

の見直しの趣旨は、公共施設が市民にとって身近で大切な場所であり続けるため、行政だけではなく、施設

をご利用いただく方々と共に支え、今後も継続して気持ちよくご利用いただくためのものです。そのため基

本方針に示す受益と負担の公平性と、施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保することを

原則とし、施設の利用促進、類似施設や民間施設等の料金バランス、市民生活への影響等を考慮する中で判

断をいたしました。 

それでは、条例本文をご覧ください。見直しを行う施設に関係する条例としまして、16の条例の一部改正

をまとめて行うものです。教育委員会に関連する改正は、第２号、第７号、第８号、第９号、第10号、第11

号、第12号、第13号、第15号となります。全体資料の47ページをお願いいたします。 

資料としまして、新旧対照表を添付しましたので、これに基づいて主な改正点をご説明いたします。新旧

対照表は左が改正前、右が改正後、網掛けの部分が今回改正をする部分となっております。まず、新旧対照

表の下にページが打ってあります。３ページから教育委員会関連が始まります。一番下ですけれども、第２

条関係、茅野市民館条例の一部改正となっております。次ページ以降続きます。市民館の使用料の見直しは

近隣市町村の類似施設とのバランス、さらに消費者物価指数の上昇率を考慮し、新旧対照表、４ページから

６ページの別表第２の通りの料金設定としました。 

また、４ページ上段にあります第21条、美術館特別展の観覧料につきましては、基本方針に基づき、諏訪

６市町村に在住し、または、６市町村の小学校もしくは中学校に在学する小中学生は無料としました。 

次に12ページの下段をお願いいたします。第７条関係となります。茅野市立小学校及び中学校施設使用料

条例の一部改正です。 

小学校及び中学校の施設使用料の見直しは、基本方針に基づき算出結果を基本とし、13ページの別表のよ

うに設定をしました。この中で、新たに永明小学校、永明中学校の地域連携室等の使用料を設定するととも

に、これまで利用実績のない北部中学校のミーティング室等の貸し出しを廃止としました。北部中学校のテ

ニスコートは、近隣の花蒔公園のテニスコートとの整合を図り設定をしたところです。 

また、第３条の使用料減免は、学校施設を利用する団体として登録された団体が、登録に基づき使用する

ときは２分の１減額とするなど、基本方針に従い条例で規定をするものです。 

次に15ページ、最下段以降をお願いいたします。第８条関係は茅野市公民館条例の一部改正です。中央公

民館の使用料の見直しは、基本方針に基づいた算出結果を基本とし、17ページの別表のように改定いたしま

した。 

16ページ中ほどです。第11条使用料の減免につきましては、市内の社会教育団体が社会教育を行うために

使用する場合は２分の１、減額など、基本方針に従い条例で規定するものです。 

18ページ下段をご覧ください。第９条関係、茅野市八ヶ岳総合博物館条例の一部改正です。八ヶ岳総合博

物館の入館料は、近隣市町村の類似施設とのバランスを考慮し、20ページ別表の通り等を改定をいたしまし

た。 

また、尖石縄文考古館、八ヶ岳総合博物館、神長官守矢史料館の３館共通年度内入館券、期間限定３館共

通入館券を新たに設け、施設の利用促進を図ります。以降、尖石縄文考古館条例の一部改正、神長官守矢史

料館条例の一部改正についても同様となります。 

19ページにお戻りいただき、改正前第６条及び第７条の特別展示室及び講堂の使用については利用実績が

ないことから削除をし、新たに第６条で、公民館活動で使用する場合の援助など減免について規定をいたし

ました。 

次に、22ページをご覧ください。第10条関係、茅野市青少年自然の森条例の一部改正です。青少年自然の

森の使用料の見直しは、県内の類似のバランスを考慮し、23ページ別表の通り改定しました。 

なお、第６条で、市内に在住する小学生中学生、市内の小学校に在学する児童、または市内の中学校に在

学する生徒は無料とし、第７条で減免について規定をしました。 



次に、24ページをお願いいたします。第11条関係は、茅野市永明社会体育館条例の一部改正です。永明社

会体育館は、すでに基本方針に従った使用料を設定し、令和６年４月１日から執行していますので、今回は

第９条の減免規定を見直したものです。 

次に26ページをお願いいたします。 

第12条関係は、茅野市尖石縄文考古館条例の一部改正です。尖石縄文考古館の観覧料は、類似施設とのバ

ランスを考慮し、28ページ、別表の通りとしました。 

また、観覧料の減免について、第６条の通り規定をいたしました。 

次に29ページをお願いいたします。 

第13条関係、茅野市神長官守矢史料館条例の一部改正です。神長官守矢史料館の入館料は、類似施設との

バランスを考慮し、30ページ別表の通りとしました。 

また、入館料の減免について、第６条の通り規定をいたしました。 

次に33ページをお願いいたします。 

第15条関係、茅野市都市公園条例の一部改正で、施設の廃止と使用料の見直しの一部改正となります。 

35ページ下段の別表２をご覧ください。 

まず、施設の廃止についてですが、茅野市公共施設再編計画、令和３年策定ですが、この中では廃止施設

と位置付けている相撲場と、野外音楽堂を有料公園施設から削除をしました。 

次に運動公園の各施設の使用料の見直しですが、基本方針に基づく算定結果と近隣市町村の施設とのバラ

ンスを考慮し、36ページからの別表４の通り改定をしました。見直しをした主な点として、37ページからの

総合体育館は大体育室、小体育室、柔道場、剣道場の個人使用を廃止とし、専用使用料のみとしました。 

また卓球場は、個人使用を廃止し、新たに卓球台１台当たりの使用料を設定しました。 

42ページをお願いいたします。 

自由広場ですが、市場価格を考慮しまして新たに使用料を設定しました。 

続きまして43ページをお願いいたします。 

地区公園及び近隣公園につきましても、自由広場の使用料の設定に合わせ、新たに使用料を設定を行いま

した。 

この他全体的に大学生等の区分を、利用実績がないことから削除し、一般の部に統合をしております。 

33ページにお戻りください。 

第18条の使用料の減免ですが、茅野市スポーツ協会及び茅野市スポーツ協会に属する各種競技協会が主催

する教室または会議に使用する場合など、第１号から第５号まで２分の１減額を規定し、公民館活動で使用

する場合には、第６号から第12号まで免除規定を明文化しております。 

全体資料の45ページにお戻りください。 

付則としまして、第１項でこの条例は令和７年10月１日から施行するものです。経過措置として第２項で

は、改正後の表記条例の規定は、公布日以降に許可を受けた施行日、以降の使用について適用し、公布日前

に許可を受けた施行日以降の使用については、なお従前の例によるものとするものです。 

第４項では都市公園条例の経過措置としまして、回数券の経過措置を定めたものです。 

なお施設使用料新旧比較表が添付されていますので、参考にご覧ください。以上が議案47号となります。 

次に、次に全体資料の101ページ、議案第50号、令和７年度茅野市一般会計補正予算第１号について、予算

書の１ページをお願いします。 

第１条、歳入歳出予算補正で、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ６億4,643万2,000円を追加し、

歳入歳出それぞれ307億43万2,000円とするものです。 

第２条で債務負担行為の補正、第３条で地方債の補正を行います。歳入については省略をさせていただき、

教育委員会に関連する歳出についてご説明をいたします。 

予算書の下に小さく番号打っております。これの20ページをお願いいたします。10款教育費で1,210万8,000

円の補正増です。 

５項２目２事業に、市民館費で同額の補正増です。 

これは、令和７年６月１日以降、茅野市民館の指定管理者である株式会社地域文化創造へ、市から派遣し

ていた職員が同社役員となったことから、令和７年６月から令和８年３月までの報酬額を指定管理委託料に



上乗せするため、500万円を予算計上するものです。 

また、令和６年度のエネルギー価格高騰により、茅野市民館の電気料金等が当初見込みより大幅に増額と

なったため、指定管理者に対し、価格高騰の範囲内で補助金710万8,000円を予算計上するものです。 

以上です。 

 

○こども部長 

続いて、令和６年度茅野市一般会計予算繰越明許費繰越計算書についてご説明させていただきます。全体

の115ページをお願いいたします。 

令和６年度茅野市一般会計補正予算の繰越明許費を、別紙の通り翌年度に繰り越したので、地方自治法施

行令の規定により報告をするものでございます。 

次のページをお願いをいたします。 

全体で繰越しますのは19事業になりますが、教育委員会に関係するものにつきましては、表の一番下から

４つの事業になります。 

事業名、繰越額、繰越の説明につきましては記載の通りでございますのでご覧いただけたらと思います。

教育委員会の繰り返し額の総額は１億6,911万5,000円となります。 

以上でございます。 

 

○生涯学習部長 

 最後に報告第７号、株式会社地域文化創造の経営状況についてお願いいたします。こちらは例年資料が膨

大となりますので添付はしておりません。口頭での概略の説明となりますが、ご了承ください。 

決算案件につきましては、地方自治法の規定により、地方公共団体が出資率50％以上を出資する法人の経

営状況について議会への報告義務があります。したがいましてこの市議会６月定例会に報告するものです。 

詳細は省略をさせていただきますが、令和６年度業績の概要としまして、当期純利益は577万円で、市民館の

利用者数は、昨年より5,259人多い12万7,426人となりました。 

利用者数は、コロナ前の令和元年の約90％まで戻ってきている状況であります。 

令和７年度は、昨年度と同様に、事業のテーマは設けず「市民一人一人が主役になれる市民の広場」という

基本理念をテーマとしまして、事業を実施していく計画としております。令和７年市議会６月定例会提出議

案は以上です。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○竹村委員 

 一般の人から施設使用料が上がったのは何故ですかと聞かれたときは、施設老朽化、光熱水費の高騰によ

るものとお答えすればよろしいでしょうか。 

 

○生涯学習部長 

そのような理由になります。電気代など光熱水費が現在高騰しておりますので、ランニングコストもかか

るということです。 

 

○竹村委員 

ありがとうございました。地域の方から聞かれたときには、そのようにお答えします。 

 

○教育長 

 その他、意見・質問ありますか。 

 

○全委員 



 なし。 

 

○教育長 

 議案第３号「茅野市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部改正について」説明お願いします。 

 

○学校教育課長 

議案第３号について、お願いします。 

教育委員会規則になりますが、茅野市立小学校及び中学校施設の開放に関する規則の一部を改正する規則

をここに交付するというものでございますが、先に、生涯学習部長の方からも説明がございましたように、

行政財産の施設の使用料の改定に伴いまして、こちら教育委員会の規則も改正をしていくものでございます

が、永明小中学校が建設をされてそれから、その施設の一部を貸し出しできるというような内容の施設にな

っているわけでございますけれども、施設使用料等を合わせまして、貸し出しをできる場所とそうでない場

所ということを今回、庁内で改めたところでございます。 

資料の２枚目になりますけれども、別表の変更のことについて説明が書いてあります。 

永明小中学校の中で、地域連携室、それから美術図工室、技術図工室、音楽室１、２、３、理科室１、２、

調理室、えいめいホールというものを、新しい施設の中で貸し出しをすることになりましたので、そのあた

りを改正をしていくというもの。 

それから、北部中学校、長峰中学校等々で、すでにもう貸し出しをする必要がなくなったもの。貸し出し

の実態が非常に乏しくその必要がないということで、今回この規則で貸し出しをする施設から削除をすると

いう内容です。概略を申し上げますと、このような内容になりますが、貸し出しをできる場所、それからし

ない場所、ここについて改めましたので規則を改正するという内容になります。 

以上になります。 

 

○教育長 

意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

議案第４号「県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について」お願いします。 

 

○学校教育課長 

 議案第４号になります。県教育委員会及び市町村教育委員会相互の連絡調整について、ということでござ

いますが、毎年同時期に長野県教委と市町村教育委員会が、教職員の任免その他の進退等に関して了解事項

取り交わすこととなっております。内容についてご確認をいただきたいと思いますけれども、その了解事項

については、資料の２ページ目にございます。校長、副校長、それから教頭、教職員、それぞれの任命、そ

の他の進退について関わることが、了解事項として取り上げられております。 

また、３枚目には覚書としまして、教職員の人事について詳細が記載されておりますけども、双方県教委

と市町村教員がこのことを確認することによって、教職員人事に着手するという内容でございます。 

以上になります。 

 

○教育長 

意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 



 

○教育長 

議案第５号「行政財産使用許可について」お願いします。 

 

○学校教育課長 

議案第５号についてよろしくお願いします。行政財産使用許可でございますけれど、申請者は株式会社グ

ッドライフという企業様になります。 

貸し出す行政財産でございますけれども、茅野市立永明小学校永明中学校の屋根になります。 

試用期間につきましては来年の３月31日までになります。20年を超える使用を想定はしているものの、こ

の申請につきましては、毎年１回必ず更新しながら手続きをしていくという内容でございます。 

２ページ目は、すでにご承知と思いますが位置図があります。 

３ページ目には、この施設をどこに載せているのかわかるような図面が添付されております。施設の南校

舎、それから中央の１、２年生の教室上部の屋根になりますけども、そこにこの機器を載せています。 

使用料に関してなんですけれども、当該小・中学校が使用する電力を発電するために載せている。それも、

その企業から安い価格で購入をさせてもらっているという観点から免除をさせていただいて、使用料は無料

ということで行っていきたいと思っております。 

説明は以上となります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

議案第６号「博物館協議会委員の委嘱について」お願いします。 

 

○文化財課長 

議案第６号についてお願いします。 

前回、委員候補者の確認いただいたところですが、樋口雅代様。下から５番目になります。こちらの方に

つきましては職等の認識に誤りがありまして、両角 茂子様が継続するという形に訂正をさせていただくも

のです。よろしくお願いします。 

以上となります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

議案第７号「図書館協議会委員の委嘱について」お願いします。 

 

○生涯学習課長 

今年度、令和７年４月１日からの任期となりますけれども、ちょっと遅れての委嘱ということでお願いし

たいと思いますが、４月１日付の分としてお願いいたします。ご覧の通り、８名の方々を新たに委任として、

委嘱をさせていただきたいと考えておりますが、そのうち新任の方が５名おります。 



まず、読りーむinちの会長奥原 貴美子さん。 

それから、図書館利用者ということで、ボランティアもされております小田 由美さん。 

それから、校長会の代表ということで北部中学校 千野 憲一先生。 

図書館利用者の有識者ということで、松岡 隆志さん。この方は理科大の前図書館長で引き続きお願いでき

ればいいことです。 

それから、松岡さんの後任で山田 哲靖先生ということでお願いしたいと考えております。 

以上になります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 その他１「令和６年度相談状況について」お願いします。 

 

○こども課長 

 令和６年度相談状況についてお願いします。全体のページでは137ページからになります。 

この報告は、令和６年４月から令和７年３月までの集計となります。 

最初のページになりますが、令和６年度の内容別相談件数、中ほどの形態別相談件数、下段になりますが、

経路別相談件数の項目で相談状況をまとめたものになります。 

次ページ以降の資料は、種別ごと、前年度比較も記載してありますので、後ほど説明をさせていただきま

す。 

137ページの一覧表、相談状況の表になりますが、合計欄をご覧ください。相談延べ件数の合計は6,944件

となります。 

令和５年度4,822件で比べますと、2,122件の増となっています。括弧内は新規相談延べ件数で1,471件、令

和５年度724件で比べますと747件の増となっております。今回、大幅に増加した理由になりますが、令和６

年４月から妊産婦子育て世帯、子どもへの一体的な相談支援を行うこども家庭センター、「育ちあいちの」

を設置したことにより、母子保健分野の健康づくり推進課も含めた件数になっているため、増加をしており

ます。 

次ページをご覧ください。全体138ページとなります。こちらからは、令和３年度から令和６年度まで４年

間の状況をグラフ化し、考察の内容を記載してあります。 

令和６年度分は、こども課のみの件数と健康づくり推進課分を合わせたこども家庭センター分を分けて記

載をしています。１の内容別相談件数について、新規取扱延べ件数のこども課分を見ますと、新規延べ件数

は合計707件となり、令和５年度とほぼ同数となっています。 

また、令和５年度と６年度を比較すると、児童虐待が増加しています。 

次に、新規及び継続ケースの取扱延べ件数のこども課分を見ますと、令和５年度と比較して584件増加して

います。区分では、児童虐待が398件増加をしています。 

こども家庭センター分を見ますと、新規取扱延べ件数と新規及び継続ケースの取扱延べ件数では、保健相

談、育児しつけが多くありました。 

次のページをご覧ください。139ページになります。次に２の形態別相談件数について、新規取扱延べ件数

のこども課分を見ますと、保育園訪問と電話相談が増加しています。 

こども家庭センター分を見ますと、電話相談や家庭訪問での相談が多い状況となっております。 

次は、全体では139ページの下段からになります。４の経路別相談件数について、新規取扱延べ件数のこど

も課分を見ますと、家庭親戚が最も多く、続いて学校等となっています。 

こども家庭センター分を見ますと、家庭親戚が多くなっております。 



次に、５の虐待についてお願いします。140ページの下段になります。 

虐待についての相談状況について載せてあります。虐待の相談件数は、令和６年度の新規相談件数は、令

和５年度と比較するとほぼ横ばいとなっていますが、延べ相談件数は増加しており、引き続き支援が必要な

ケースが多く、簡単には終結できないことから、今後も増えていくことが予想されます。 

また、虐待は兄弟受理をしていくため、全員虐待案件として受理し、家庭全体の支援を行っています。 

続いて、次のページ、141ページをご覧ください。 

②の児童虐待の区分別で見ますと、昨年度と同様に、心理的虐待が最も多くなっています。家庭内でのDV

や、夫婦げんかが子どもの面前で行われ、子どもが見聞する案件が増加しています。DVの場合は、警察とも

連携して安全確保を行っています。 

また、身体的虐待の件数もほぼ横ばいとなっています。これは身体的虐待へのアンテナが高くなり支援に

結びついてきているものと考えています。 

続いて③の主な虐待者については、実父と実母が多くなっています。 

続いて④の被虐待児童年齢については、小学生が32％で最も多く、次いで、０歳から３歳の児童が15％。 

３歳から学齢前が14％となっております。子どもの年齢が低いほど、生命の危険にさらされる度合いが高ま

り、教育、福祉、医療との連携を図っていくことが大切であると考えています。 

⑤の虐待の通告経路については、医療機関、警察、健康福祉サービスセンターなどからこども課へ虐待通

告が多くなっております。虐待ケースに限らず、家庭の問題や発達特性等、様々な要因が複雑に絡み合って、

継続支援が必要であり、簡単には終結できないケースが多くなっています。 

こども家庭センター「育ちあいちの」において専門性を十分に活かし、チームで相談支援を行って参りま

す。令和６年度の相談状況の説明は以上となります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 その他２「旧運動公園プールの財産無償譲渡について」お願いします。 

 

○スポーツ健康課 

それでは全体の142ページ、旧運動公園プールの財産無償譲渡についてご説明いたします。 

こちらにつきましては施設の概要ですけれども、昭和52年に建設されまして、総工費２億1,000万円弱、施設

につきましては、25メートルプール、50メートル、幼児グループ、流水プール、スライダープール、スライ

ダー、更衣室等、休憩所、旧管理棟、機械室、ろ過設備となっております。 

閉鎖後の計画の取り組みについてでございますけれども、茅野市公共施設再編計画、茅野市行財政改革プ

ラン2023における検討によりプールは廃止となり、同時期に提示された行財政審議会から廃止の方向性を打

ち出している施設につきましては、早急に廃止に向けた手続きを進めることとの提言を受け、令和６年度の

営業をもって閉鎖をいたしました。 

跡地の有効利用等につきましては、民間譲渡の可能性も含め市の負担が最小限となる方法を模索して参り

ましたが、市民からプール存続を希望する声や、民間事業者から譲渡等の問い合わせがあり、施設の民間譲

渡についてサウンディング調査、公募型プロポーザルを実施し、令和７年３月末に中崎あい子さん。屋号と

しましては、ホテルわかみずを最適事業者に選定しまして、その後、譲渡契約の締結に向けて、契約内容の

細目や現地確認を実施し、令和７年５月20日に譲渡契約を締結いたしました。 

なお、都市公園内の施設であるため、今後は最適事業者が都市公園条例に基づく公園施設設置許可申請等、

規定に基づく手続きを進め、令和７年夏の営業再開を目指し準備をすることになります。 

続きまして経過及び今後のスケジュールでございますけれども、昨年、令和６年８月にプール営業終了後、



11月から12月にかけてサウンディング調査を実施。 

12月に施設廃止の都市公園条例の一部を改正を行っております。 

令和７年１月に入りまして、第１回プロポーザルの実施。この時点では最適事業者はございませんでした。 

３月に第２回目のプロポーザルの実施を行いまして、３月25日に最適事業者を選定しました。 

同３月21日に最適事業者への審査結果を通知してございます。 

４月に入りましてから、契約内容等の細目協議、現地確認、最適事業者との譲渡契約の締結を５月20日に

行いまして、最適事業者から、公園施設設置許可申請。こちらを提出いただくとともに、最適事業者による

営業準備をただいま行っているところでございます。 

予定としましては、７月から最適事業者による営業開始予定となっております。 

以上です。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 その他３「行政アドバイザー委嘱について」お願いします。 

 

○生涯学習課長 

その他３ということでお願いいたします。 

中川 幾郎先生の行政アドバイザー委嘱についてということで、４月１日付けで委嘱をさせていただいて

おります。 

主な相談分野としましては、文化行政、そして生涯学習分野、その他相談可能な分野として参画協働につ

いて、また、住民自治のあり方、そして団体自治のあり方、最後の住民自治団体自治包括した新しいまちづ

くりの仕組みづくりということでお願いをしておるところです。 

次のページ、中川先生の、経歴、ありますけれども、現在、帝塚山大学名誉教授でいらっしゃいまして、

78歳というご年齢ですけれども非常にパワフルな方です。 

専門としては地方自治論、行政学、都市政策、文化政策、人権政策ということで、非常に引き出しの多い先

生で全国各地の審議会等々の、委員長、会長を引き受けて活躍しておいでになっている方になります。 

以上報告でした。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 その他４「中ッ原縄文公園花壇の植栽について」お願いします。 

 

○文化財課長 

 その他の４でお願いします。５月の22日の木曜日に実施された事業であります。 

湖東小学校の２年生19名を初めとしまして、市の少年警察ボランティアの方、警察の方、市議会議員様、地

元の区民の方々と、私どもの職員で40数名による参加ということで、午前中に参加をさしていただきました。 

初めて私も参加させていただいて、とても楽しく綺麗に植えられました。とても綺麗にされてるところでご



ざいます。 

以上であります。 

 

○教育長 

 その他５「大阪・関西万博開催記念 大阪市立美術館リニューアル記念「日本国宝展」」お願いします。 

 

○文化財課長 

 現在、大阪、関西の万博の開催に当たって、大阪市立美術館の方で依頼がございまして、縄文のビーナス

について、先月中旬から今週末あたりまで、貸し出しをしているところです。展示としましては５月20日か

ら６月８日まで、美術館の方で展示されるということになります。 

こちらについての資料をつけておりますので、後程ご覧いただきたいと思います。 

以上になります。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

 その他ありますか。 

 

○生涯学習課長 

令和６年度の学校における生涯学習の推進、読書教育推進事業の実施報告書ということでまとめさせてい

ただきましたのでお配りさせていただきました。またご確認いただければと思います。 

以上です。 

 

○教育長 

 意見・質問ありますか。 

 

○全委員 

 なし。 

 

○教育長 

事務局お願いします。 

 

○教育総務係長 

事務局からお願いします。 

次回６月の定例教育委員会についてですが、６月27日の金曜日９時半から、茅野市役所８階大ホールにな

りますのでお願いします。 

事務局会議は、６月10日の火曜日９時から703会議室でお願いしたいと思います。 

以上です。 

 

○教育長 

以上で、５月の定例教育委員会終了します。 

 



令和７年６月 27 日 

 

    茅野市教育委員会    教育長 
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